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不動産鑑定評価等の適正な実施について 
 
 
 不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産の鑑定評価に係る制度の適正な運営を確

保するため、下記のとおり通知します。 
 貴職におかれては、貴会員への周知及び徹底、貴連合会が行う研修事業への反映等におい

て、格段の取組を実施するよう、お願いします。 
 

記 
 

１．令和７年度鑑定評価モニタリングについて 

国土交通省では、令和７年度における鑑定評価モニタリングの一環として、不動産鑑定業

者５７業者に対する立入検査を実施しました。 
その結果、一部の不動産鑑定業者の不動産鑑定評価書について、「不動産鑑定評価基準」

や「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び

成果報告書の記載事項に関するガイドライン」等に照らして改善を要する事項を確認したた

め、このたび、不動産鑑定業者３４業者に所属する３４名の不動産鑑定士に対し行政指導を

行ったところです。改善を要する事項の詳細については別添のとおりです。 
貴職におかれては、これらのモニタリング結果を貴会員に周知するようお願いします。ま

た、不動産鑑定評価等が適正に実施されるよう、研修を通じた周知徹底をはじめとして、改

善策を検討・実施し、対応状況について当職に報告いただくようお願いします。 
 

２．「依頼者プレッシャー」について 

いわゆる「依頼者プレッシャー」に応じて鑑定評価を行うことは、不当な鑑定評価につな

がり、鑑定評価に対する社会の信頼性を揺るがしかねないことから、貴連合会において、依

頼者プレッシャー通報制度を設けるなど、対策が講じられているところです。  
今後も、不動産鑑定士が「依頼者プレッシャー」に応じて不当な鑑定評価を行うことのな

いよう、引き続きの対策の実施、貴会員への周知徹底をお願いします。  
 



 

３．個人情報の漏えい等防止について 

令和８年２月に、不動産鑑定業者２社において個人情報の漏えいが生じ、個人情報の保護

に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第二十六条の規定に基づき、報告を受けたとこ

ろです。 
貴連合会の定める「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護に関する業務指針」等に

基づき、個人情報の漏えい等を防ぐために必要かつ適切な措置が講じられるよう、改めて貴

会員への周知徹底をお願いします。 
 

以上 
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令和７年度立入検査結果を踏まえた改善を要すると認める内容 

 

 

※下線は前年度から引き続き改善を要すると認められる内容 

 

【鑑定評価の基本的事項の確定】 

１．鑑定評価の依頼目的、条件等を依頼者に明瞭に確認し、適切に記載すること。 

（検査で確認された具体例） 

・ 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件（以下「想定上の条件」という。）
及び調査範囲等条件について記載がされていない。（それぞれの条件を設定しない

場合も「なし」と記載すべき。） 

・ 対象確定条件、想定上の条件及び調査範囲等条件について、評価における取扱いが
妥当なものであると判断した根拠が記載されていない。 

 

【依頼者、提出先等及び利害関係等の確認】 

２．依頼者以外の提出先等、鑑定評価額の公表の有無について、確認した内容を適切に記

載すること。 

（検査で確認された具体例） 

・ 関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害関係等について、「縁故若し
くは特別の利害関係の有無 ない」とのみ記載されている。（不動産鑑定評価基準

総論第９章第２節Ⅸ１～３それぞれの項目ごとに記載すべき。） 

 

３．関与不動産鑑定士の氏名を記載すること。 

（検査で確認された具体例） 

・ 「関与不動産鑑定士の氏名」について記載がされていない。（他に関与した不動産
鑑定士がいないことが分かるよう、関与不動産鑑定士が署名不動産鑑定士のみであ

っても記載すべき。） 

 

【対象不動産の確認】 

４．対象不動産の確認を的確に行うとともに、その結果を適切に記載すること。 

（検査で確認された具体例） 

・ 「実地調査を行った不動産鑑定士の氏名」について記載がされていない。（関与不
動産鑑定士が１名であっても記載すべき。） 

・ 「実地調査を行った範囲（内覧の実施の有無を含む。）」について具体的に記載がさ
れていない。（内覧を実施したことが分かるよう、内覧を実施した場合にもその旨

記載すべき。） 

・ 「実地調査の一部を実施することができなかった場合の理由」について記載がされ
ていない。 

・ 「立会人の氏名及び職業」について記載がされていない。（立会人がいない場合に
もその旨記載すべき。） 
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【資料の検討及び価格形成要因の分析】 

５．対象不動産の種別及び類型並びに賃料の種類に応じ、同一需給圏に係る事項について

適切に記載すること。 

（検査で確認された具体例） 

・ 「同一需給圏の範囲及び状況」、「同一需給圏の市場動向及び同一需給圏における典
型的な市場参加者の行動」、「代替、競争等の関係にある不動産と比べた対象不動産

の優劣及び競争力の程度」について記載が十分でなく、どのように判断したか明確

でない。 

・ 鑑定評価における資料収集の限界、資料の不備等によって明らかにすることができ
ない事項が存する場合（調査範囲等条件の設定を含む。）において、調査を行った

範囲及び内容並びに評価上の取扱いについて記載が十分でなく、明確でない。 

 

６．対象不動産の個別的要因等の分析及び最有効使用の判定を適切に行うこと。  

（検査で確認された具体例） 

・ 「埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態」、「土壌汚染の有無及びその
状態」又は「有害な物質の使用の有無及びその状態（アスベスト等）」について調

査・分析した内容の記載が十分でなく、どのように判断したか明確でない。 

・ 最有効使用が複数記載されている。（これにより、どのような鑑定評価手法を適用
するかの前提が不明確になっている。） 

・ 建物及びその敷地に係る鑑定評価に当たっては、現実の建物の用途等を継続する場
合の経済価値と建物の取壊しや用途変更等に要する費用等を勘案した経済価値を比

較考慮した上で最有効使用の判定を行う必要があるが、判定の理由が明確でない。 

・ 建物及びその敷地に係る鑑定評価に当たって、建物及びその敷地の最有効使用及び
その判定の理由について記載がない又は記載が十分でなく、明確でない。 

 

【鑑定評価の手法の適用】 

７．鑑定評価の手法は、基準に定められている項目に則り適切に適用すること。 

（検査で確認された具体例） 

・ 鑑定評価の手法のいずれかを適用していないにもかかわらず、対象不動産の市場の
特性に係る分析結果等に照らして、当該手法を適用できないと判断した合理的理由

の記載がされていない。 

・ 鑑定評価書交付前の審査が不十分であり、計算過程における過誤がある。 
 

【試算価格又は試算賃料の調整】 

８．試算価格の調整に当たっては、各試算価格の再吟味及び各試算価格が有する説得力に

係る判断を適切に行うこと。 

（検査で確認された具体例） 

・ 各試算価格の再吟味及び説得力に係る判断の結果の記載がされていない。 
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【その他】 

９．業務の目的及び範囲等の確定を適切に行うこと。 

（検査で確認された具体例） 

・ 依頼目的、利用者の範囲、利害関係、価格等調査の基本的事項及び価格等調査の手
順等を明記した文書（確認書）が契約の締結までに交付されていない。（依頼者が

公的機関の場合にも交付すべき。） 

 

１０．不動産鑑定士として登録を受けた事項に変更があった場合、遅滞なく、変更の登録の

申請を行うこと。 

（検査で確認された具体例） 

・ 不動産鑑定士として登録を受けた事項（住所又は従事する不動産鑑定業者の名称及
び所在地等）について、不動産の鑑定評価に関する法律第 18 条に規定する変更の

登録の申請がされていない。 

 

１１．不動産鑑定業者は、過去一年間における事業実績について、正確に記載をして提出し

なければならないこと。 

（検査で確認された具体例） 

不動産の鑑定評価に関する法律第 28 条に規定する、過去一年間における事業実績

について、提出前の確認が不十分であり、都道府県に提出した事業実績の内容が誤

っていた。 

 

以上 


